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【１】活動内容 

A：ネットワーク会議【承認・交流を目的とする場】 

日程 内容 場所 参加者 

10月 27日 

総会 

・2018年度事業報告・決算について 

・2019年度事業計画・予算について 

ドーンセンター（大阪市中央区） 7人 

 

B： 運営会議【具体的に事業を進めていく場】 場所はいずれも CCJ事務所 

●運営会議（計 9回）： 

4月 3日、4月 24日、5月 8日、7月 3日、8月 7日、9月 4日、10月 2日、11月 6日、12月 4日、 

 

C：事業 

１．G20大阪市民サミット参加 

2019年は、子どもの権利条約が日本で批准され25周年という節目の年でもあったことから、広く子どもの

権利条約を知らせる機会をつくるために、分科会「子どもと SDGｓ・子どもの権利・子どもの人権擁護」を企画運

営することとした。提言書づくりミーティングを公開とし、子どもと関わる多くの分野の方たちが積極的な意見

交換をしながら、サミット当日の分科会を準備することができた。市民サミット分科会は、メディアの取材も入り、

62人の参加を得て、提言書は最終的に 96人の個人・団体からの賛同を得られた（提言書はｐ.4.5に掲載）。ま

た、G20 大阪市民サミット全体宣言案には、『2.（共生）』の項目の主体者として、「子ども」の記載がなかったた

め、当ネットワークが「子ども」の加筆を全体会で提案し、会場の賛同を得て全体宣言に盛り込まれることとなっ

た。 

上記日程以外に、準備報告のために以下の会合に参加した。 

① 4月 13日（土） G20大阪市民サミット総会／分科会ポスターセッション（大阪大谷大学ハルカスキャンパス） 

② 11月 30日（土）Ｇ２０大阪市民サミット振り返りの会（PLP会館） 

 

 

日程 内容 場所 人数 

５月 29日（水） 

6月 12日（水） 

6月 19日（水） 

提言書づくりミーティング 
西成プラザ（大阪市西成区 

中央区民センター（大阪市中央区） 

おとな 

延べ 47人 

6月 25日（火） 

6月 26日（水） 

G20大阪市民サミット 

・分科会 1C  

・全体会 分科会報告と全体宣言に対して

の提案 

PLP会館（大阪市北区） 

おとな 

62人 

（分科会） 

【１】活動内容      【２】運営体制・・・ p.6 

A：ネットワーク会議 ・・・ p.1   【３】会計報告・・・ p.7 

B：運営会議 ・・・ p.1                監査報告・・・ p.8 

C：事業・・・ p.1  

D：事務局作業・・・ p.6 
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２．「おとなと子どもが学ぶ 権利条約講座」 

 

おとな講座：一人ひとりの子どもが自分らしく生きていくためには、子どもの権利をおとなと子どもの両者が知

っていることが必要であることを事例を通して学び、日本も批准している「子どもの権利条約」の考

え方を学んだ。 

子ども講座：子どもの権利条約の解説を通して、子どもは権利をもった大切な人であることを学び、権利がない

と自分たちの生活がどのように困るのかについて、グループワークを通して考えた。 

おとな・子ども合同講座： 

子どもとおとなが午前中に学んだ子どもの権利の知識を活かしながら、スゴロク遊びを通して、子どもに権

利があること、子どものおかれている状況（なんでやねん！）、その問題（どんな権利が奪われているか）につ

いての実感を深めた。翌日は、前日の学びを活かし、子ども自身が自分の生活の場面で子どもの権利が侵害

される場面を具体的に考え、オリジナルの子どものけんりすごろくを作製し、おとなと子どもで発見や共感を

し合いながら一緒に遊んだ。 

子どもたちが自分は権利をもった大切な存在であることを楽しく学ぶことを検討した結果、すごろくという

手法に思い至った。すごろく遊びを通した学びは子どもたちにたいへん好評で、おとなも遊びを通していきい

きと学ぶ子どもの姿を見たり、子どもの声を聴く機会となり、子どもが持つ力を実感し、子どもの権利擁護の

取り組みの必要性を再確認する機会となった。 

 

３．連続講座「子ども条例の活かし方」 

 

「子ども条例の活かし方講座」では、条例のしくみを学びながら、グループワークをすることで参加者の交流、

情報交換の機会になった。行政職、議員の参加もあり、今後の各地の条例の制定に向けた動きにも寄与する講座

にもなったものと考える。 

 

＜各回の内容＞ 

第１回「川西市子どもの人権オンブズパーソン制度の活かし方」： 

日程 内容 場所 人数 

8月 24日

（土） 

AM:子ども分科会 

講師：林大介さん 

（子どもの権利条約ネットワーク） 

おとな分科会 

講師：浜田進士さん（団体共同代表） 

PM:すごろくで遊ぼう 

（おとな・子ども合同） 

大阪市立難波市民学

習センター（大阪市浪

速区） 

計 49人 

（子ども 21人、おとな 17人、スタ

ッフ 10人、講師） 

8月 25日

（日） 

すごろくをつくろう！ 

（おとな・子ども合同） 

計 51人 

（子ども 30人、おとな 11人、スタ

ッフ 10人） 

日程 内容 場所 人数 

第１回 

10月 27日（日） 

川西市子どもの人権オンブズパーソン制度の

活かし方 

講師：三木憲明さん 

（川西市子どもの人権オンブズパーソン） 

ドーンセンター 

(大阪市中央区) 

計 48人 

（ユース 5人、 

おとな 43人） 

第 2回 

12月 15日（日） 

子どもを核とした街づくりをめざす明石市こ

ども総合支援条例とは 

講師：永富秀幸さん 

（明石市こどもセンター副所長） 

大阪市社会福祉・情報セン

ターウエルおおさか(大阪

市西成区) 

計 50人 

（ユース 7人、 

おとな 43人） 

第 3回 2020年 

1月 13日（月・祝） 

西東京市子ども条例の制定過程と子ども施策

のこれから 

講師：岡田 光子さん 

（東京都西東京市子育て支援部主幹） 

大阪市立総合生涯学習セ

ンター（大阪市北区） 

計 40人 

（ユース 1人、 

おとな 39人） 
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1999 年 4 月、全国で初めて条例により設置された、一人ひとりの子どもの SOS を受けとめ、「いじめ」

「体罰」「虐待」などの人権侵害から子どもを救済するための公的第三者機関（オンブズパーソン） の 20 年の

歩みを学び、参加者が交流しながら、質疑応答を通して、子どもの話を聴くことのできる環境づくりに必要なこ

とは何かを考えた。 

第２回「子どもを核とした街づくりをめざす明石市こども総合支援条例とは」： 

関西子どもの権利条約フォーラム 2019 の分科会として実施。特色のある施策を明文化し、子どもを核と

したまちづくりを進めている明石市の具体的な取り組みを学び、子どもにやさしいまちづくりに必要なこと推

進力は何かを考えた。 

第３回「西東京市子ども条例の制定過程と子ども施策のこれから」： 

西東京市子ども条例は、制定過程において十分に子どもの声を聴きながら 2018 年 10 月に施行された。そ

の制定過程と具体的なしくみを伺い、参加者が交流しながら、質疑応答を通して、自分たちの住むまちに子ども

の権利を擁護するしくみを導入するためにどのようなプロセスや資源が必要かを考えた。 

＊事業 2.3.は大阪市 NPO助成事業の一環として実施。 

＊4月 20日助成事業説明会、8月 31日助成事業中間報告会、2020年２月 8日助成事業報告会に参加。 

 

４．子どもの権利条約 全国フォーラム 2019 

日程 内容 場所 参加 

11月 14日（土） 

15日（日） 

1日目全体会、懇親会 

2日目 分科会「なんでやねん！すごろく」担当 

文京学院大学 

(東京都文京区) 

計 11人 
（子ども 5人、ユース 1

人、おとな 5人） 

 

子どもの権利条約 関西ネットワークとして子ども・ユース・おとな計 11人が参加した。 

2 日目の分科会を担当。各地のおとなと子どもが 40 人が参加。進行は、子ども、ユース、おとなで担当。会場

のあちこちから「なんでやねん！」というツッコミが勢いよく響く頃、互いの距離は近づき、後半の「私のなんでや

ねん！を書いてみよう」では、子どもたちの声（付箋）が約 70 集まった。改めて、子どもたちが日々、たくさんの

ことを感じ取り、様々なことを考えているのが明らかとなった。 

＊子どもの人権連助成事業にて、参加したユース・子どもの参加費補助を行った。 

＊広げよう！ 子どもの権利条約キャンペーン 賛同団体登録 

 

５．関西子どもの権利条約フォーラム 2019   

日程 内 容 場所 人数 

12月 15日 

（日） 

午前の部 3つの分科会 

・プレーパークで遊ぼう！ 

・なんでやねん！すごろくで遊ぼう 

・子どもを核とした街づくり」をめざす明石市こども 

総合支援条例とは 

午後の部 全体会『子ども発！〇〇〇のカタチ』 

大阪市社会福祉・情報セ

ンターウエルおおさか

(大阪市西成区) 

計 117人 
（子ども 64人、

おとな 53人）  

 

分科会１「プレーパークで遊ぼう！」： 

「遊ぶ権利」を実感してもらうために、近隣のにしなりジャガピーパークで遊ぼうという企画。 “自由”に遊ぶ

機会の少ない子どもたちにとっては刺激的な時間となり、「あんな遊び場が近くにほしい！」とアンケートに書

いた子どもが多かった。 

分科会２「子どもの権利  なんでやねん！すごろくで遊ぼう」： 

子どもたち、おとなが一緒に遊びを通して子どもの権利について考える企画で、進行は、ユースと子どもが

担当した。すごろくを使って遊んだ後は、子どもたちの日常にある「なんでやねん！」を出してもらう時間をと

り、おとなは改めて、子どもの力はすごい！と感じることができた。 

分科会３「子どもを核とした街づくり」をめざす明石市こども総合支援条例とは」：Ｐ．２、Ｐ．３に記載 
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全体会： 

おしゃべりのルールやフォーラム SNS3か条を確認した後、『子ども発！〇〇〇のカタチ』と題して、宝塚市子

ども委員会、にしなり・こどもの里、せんなん子ども会議、11月の全国フォーラム参加報告として、子ども情報研

究センター、関西ネットワークの子どもたちが順番に、思い思いのアプローチで自分たちの活動について話して

くれた。その後、関西ネットワークのＧ20大阪市民サミットでの提言づくりの報告を行った。子ども同士の学び

合う力、刺激しあう姿は、おとなが日常にそういう機会を整えることの大切さ・必要性を考えさせてくれた。 

 

６．提言書 （2020年６月 25日 G20大阪市民サミットの分科会にて採択） 

提言書 子どもたちを誰一人取り残さない  

「生きてても意味ないし」 

「将来とか、未来とか考えてなんになるん？」 

「どーせ、変わらへんやん」 

 

中学生にそう言わせてしまう、そう思わせてしまうのが今の大阪です。 

市場主義によって、様々な分野で市場化が起こり、 

それは教育の現場にも広がり、子どもの価値は点数や偏差値などの数字で決められ、 

それが当たり前という空気のなかで、 

競わされ、勝ち負けの論理のなかで、おとなが、何より子どもたちが翻弄されています。 

その一方で同質化が進み、画一的な基準によって排除の意識が強まっています。 

子どもたちの日常生活の様々な場面にその影響はおよび 

子どもたちは“遊び”を奪われ、 

好奇心や探究心を満たす様々な体験を奪われ、 

人との関係性や豊かさを学ぶはずの家族や学校以外の人との出会いを奪われています。 

「みんな違って、みんないい」と教えられながら、 

多様性は認められず、主体性は封じ込められています。 

よくわからないルールとおとなの都合にあわせた“当たり前”が押しつけられ、 

疑いもなくそれらを守ることが求められ、考える機会を奪われています。 

子どもたちのことが子どもたち抜きに決まっていき、 

子どもの意見が聴かれるしくみは全く整っていません。 

子どもたちはもともと持っている力を発揮できない状況に置かれ 

命が脅かされ、子ども時代をその子らしく、子どもとして育っていくことが脅かされています。 

 

一昔前。 

大阪では人口が増え都市化すると共に、子どもをめぐる様々な課題が顕在化しました。 

そういう課題に対して、日本初となる学童保育、教科書無償化、子ども虐待防止の動きといった大阪発の取り組みが行わ

れてきました。 

民間・篤志家・企業が課題解決に取り組み、 

子どものセイフティネットをつくろうと努力してきた歴史があります。 

そこには子どもたちの力・多様性を受けとめ、目の前にいる子どもたちの抱えさせられた課題を 

なんとかしようとしてきた市民の力がありました。 

しかし、今、大阪では、 
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人々は分断され、セイフティネットからこぼれ落ちる人がたくさんいる現実があります。 

それを努力不足だと自己責任にしてしまう空気が、おとな、そして子どもを支配しています。 

本質がおざなりにされ、表面的なものになっている公的な取り組みによって、 

おとなが力を奪われている。 

しかし、そのことは外からは見えなくされています。 

驚くほど公正さを欠いている社会構造のなかでお金の回し方は偏り、 

子どもへの投資はカットされ、子どもたちは不当にその存在がおとしめられています。 

子どもたちは、将来や未来に希望を持てないでいます。 

 

子どもの権利条約が国連で採択されて 30 年。 

子どもの人間としての尊厳を守る、と世界が子どもたちと約束したことを今一度思い出しましょう。 

子どもたちは守られるだけの存在ではなく、 

権利の主体です。 

「未来」や「将来」おとなになる人ではなく、 

「現在」の人であり、世界の人であり、市民です。 

子ども抜きに「現在」を考えることはできないし、「未来」を考えることはできません。 

SDGs で取り上げられている課題はすべて、おとなだけでなく、子どもたちにとっての課題です。 

これらの課題にとって、子どもたちは問題解決の重要な資源であり、力です。 

 

私たちは、ここに決意も新たに宣言します。 

子どもたちを誰ひとり取り残さない。 

 

それは子どもだけでなく、誰も取り残さないということにつながります。 

 

おかしいことをおかしいやん！と声をあげ 

いやだと感じることには、NO！と行動を起こし、 

子どもたち、そして隣り合う人と連帯し、知恵を出しあうために、 

テーブルを囲み、語り合うことからはじめませんか。 

子どもたちを誰ひとり取り残さないために。 

※“権利”は“人権”と同義の表現として使用しています。 

 

7．活動の様子と事業案内チラシ 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 月 25 日実施事業 子どものけんりすごろく！    2020 年１月 13 日実施 子ども条例の活かし方  
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D：事務局作業 

●ホームページ・Facebook・twitter・メーリングリストによる発信（随時） 

●運営会議進行・記録（毎月 1回） 

●寄付月間 2019賛同パートナー登録 

●大阪市 NPO市民活動助成事業申請・とりまとめ 

●2021年度助成事業申請（2件 大阪コミュニティ財団／大阪府人権協会） 2件とも採択。大阪コミュニティ

財団は減額のうえ、採択 

 

【２】運営体制 

代   表：荘保 共子（NPO 法人こどもの里） 

浜田 進士（NPO 法人子どもの権利条約総合研究所関西事務所） 

副 代 表：北野真由美（NPO 法人えんぱわめんと堺/ES） 

松田 直美（NPO 法人 KARARIN）  

二葉 智代（子どもの権利条約 関西ネットワーク 前事務局長） 

事務局長 ：長谷有美子（NPO 法人 CAP センター・JAPAN） 

   会   計：NPO 法人 CAP センター・JAPAN  

団体事務局：NPO 法人 CAP センター・JAPAN 

会計監査 ：山下 裕子（公益社団法人子ども情報研究センター）＊会計年度は 4 月～翌年 3 月末  
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【３】会計報告 

【収入】     

科目 金額 備考 

繰越金 360,328    

助成金 300,000  大阪市NPO活動助成２０万円、子どもの人権連 10万円 

参加費 93,500  8月 21000円、10月 16000円、12月 41500円、1月 15000円 

原稿料 9,600  G20大阪市民サミット報告書作成 

書籍・ツール頒布 54,140  過去の講座のレジュメ・書籍（講師関連）6900円、すごろく（送料込）47240円 

利息 2  ゆうちょ口座 

合計 817,570    

   

【支出】   

科目 金額 備考 

印刷費 81,017  プリントパック 12,200円、事務所印刷 68,817円 

会議費 250  講師飲料水 

会場費 163,530  8月、10月、12月、1月会場費および備品 

講師料 30,000  8/24,10/27講師 

交通費 136,324  8月、10月、12月、1月講師分、11/14・15全国フォーラム交通費補助 

事務消耗品費 22,015  印刷用紙、紙コップ、封筒、模造紙、ペン、ふせん、のり等 

送料 13,730  レターパック、切手 

担当費 75,000  団体事務局年間作業費(5000円×12か月）、チラシ作成費用（5,000円×3枚） 

その他 1,700  収入印紙 200円、12/15保険代 1500円 

合計 523,566    

      

2020年度繰越金 294,004  通帳 249,272円、振替口座 16.370円、現金 28.362円 

合計 817,570    
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